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○
運
転
責
任
者
に
係
る
基
準
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
三
年
八
月
三
十
日
経
済
産
業
省
告
示
第
五
百
八
十
九
号
）

改
正

平
成
一
四
年

四
月
二
四
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
〇
〇
号

同

二
四
年

九
月
一
四
日
同

第
二
〇
〇
号

原
子
力
規
制
委
員

同

二
五
年

六
月
二
八
日

第

一
〇
号

会
告
示

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
十
二
条
第
三
号

及
び
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
転
責
任
者
に
係
る
基
準
等
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

運
転
責
任
者
に
係
る
基
準
等
に
関
す
る
規
程

（
基
準
）

第
一
条

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
七
条
第
三
号
の
原
子

力
規
制
委
員
会
が
告
示
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
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二

過
去
一
年
以
内
に
同
一
型
式
の
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
業
務
に
六
月
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
し
て
い
る
こ

と
。

三

発
電
用
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
に
お
い
て
、
管
理
的
又
は
監
督
的
地
位
に
あ
る
こ
と
。

四

発
電
用
原
子
炉
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

イ

発
電
用
原
子
炉
の
運
転
、
事
故
時
に
お
け
る
状
況
判
断
及
び
事
故
に
際
し
て
採
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
構
造
及
び
性
能
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

運
転
員
の
統
督
に
関
す
る
こ
と
。

（
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
）

第
二
条

規
則
第
八
十
七
条
第
四
号
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行
う
方
法
に
関
す
る
こ
と
。

二

基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
こ
と
（
合
否
の
判
定
に
係
る
職
員
の
資
格
及
び
数
並
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び
に
設
備
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

三

基
準
に
適
合
し
た
者
に
係
る
有
効
期
間
に
関
す
る
こ
と
。

四

基
準
に
適
合
し
た
者
に
係
る
更
新
の
手
続
に
関
す
る
こ
と
。

（
確
認
等
）

第
三
条

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
条
の
申
請
書
に
よ
る
書
面
審
査
及
び
必
要
に
応
じ
行
う
調
査
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す

る
申
請
が
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行
う
の
に
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
の
保
安
上

十
分
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
は
、
三
年
を
限
り
有
効
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
廃
止
）

２

運
転
責
任
者
の
認
定
を
行
う
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
通
商
産
業
省
告
示
第
六
百
二
十
二

号
）
及
び
運
転
責
任
者
の
認
定
を
行
う
者
と
し
て
指
定
し
た
件
（
昭
和
五
十
六
年
通
商
産
業
省
告
示
第
四
十
一
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

附

則
（
平
成
一
四
年
四
月
二
四
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
〇
〇
号
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
四
年
九
月
一
四
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
〇
〇
号
）

こ
の
告
示
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
六
月
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
九

月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
一
〇
号
）

こ
の
告
示
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
六
月
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


